
昭和⼆⼗⼆年法律第四⼗九号
労働基準法
附 則 （平成三〇年七⽉六⽇法律第七⼀号） 抄

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、平成三⼗⼀年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲
げる規定は、当該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 第三条の規定並びに附則第七条第⼆項、第⼋条第⼆項、第⼗四条及び第⼗五
条の規定、附則第⼗⼋条中社会保険労務⼠法（昭和四⼗三年法律第⼋⼗九号）
別表第⼀第⼗⼋号の改正規定、附則第⼗九条中⾼年齢者等の雇⽤の安定等に関
する法律（昭和四⼗六年法律第六⼗⼋号）第⼆⼗⼋条及び第三⼗⼋条第三項の
改正規定、附則第⼆⼗条中建設労働者の雇⽤の改善等に関する法律（昭和五⼗
⼀年法律第三⼗三号）第三⼗条第⼆項の改正規定、附則第⼆⼗七条の規定、附
則第⼆⼗⼋条中厚⽣労働省設置法（平成⼗⼀年法律第九⼗七号）第四条第⼀項
第五⼗⼆号の改正規定及び同法第九条第⼀項第四号の改正規定（「（平成⼗年
法律第四⼗六号）」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇⽤の
安定及び職業⽣活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。）並びに附則
第三⼗条の規定 公布の⽇
⼆ 略
三 第⼀条中労働基準法第百三⼗⼋条の改正規定 令和五年四⽉⼀⽇

（時間外及び休⽇の労働に係る協定に関する経過措置）
第⼆条 第⼀条の規定による改正後の労働基準法（以下「新労基法」という。）第
三⼗六条の規定（新労基法第百三⼗九条第⼆項、第百四⼗条第⼆項、第百四⼗⼀
条第四項及び第百四⼗⼆条の規定により読み替えて適⽤する場合を含む。）は、
平成三⼗⼀年四⽉⼀⽇以後の期間のみを定めている協定について適⽤し、同年三
⽉三⼗⼀⽇を含む期間を定めている協定については、当該協定に定める期間の初
⽇から起算して⼀年を経過する⽇までの間については、なお従前の例による。


